
令和３年（２０２１年）熊本県製菓衛生師試験実施要領 
 
１ 試験日時及び場所 
（１）日時 令和３年（２０２１年）８月２８日（土） 

午後１時３０分から午後３時３０分まで 
（２）場所 熊本市東区月出３丁目１番１００号 
      公立大学法人熊本県立大学大ホール 
 
２ 試験科目 

試験科目は、次に掲げる科目とする。ただし、職業能力開発促進法施行規則（昭和４４
年労働省令第２４号）別表第１１の３の３の菓子製造に係る１級又は２級の技能検定に合
格した者で、試験科目の免除を願い出た者については、試験科目のうち（６）に掲げる科
目を免除する。 

（１）衛生法規  
（２）公衆衛生学 
（３）食品学  
（４）栄養学 
（５）食品衛生学 
（６）製菓理論及び実技（実技は、和菓子、洋菓子又は製パンのいずれか１つを選択） 
 
３ 受験資格 

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 
（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者で、都道府県知事の指

定する製菓衛生師養成施設において１年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修
得した者 

（２）学校教育法第５７条に規定する者で、２年以上菓子製造業に従事した者（原則として
週４日以上かつ１日６時間以上勤務している者に限り、専ら製品の運搬及び配達並びに
食器及び器具の洗浄等に従事している者を除く。以下同じ。） 

（３）法の施行の日（昭和４１年１２月２６日）に現に菓子製造業に従事していた者（学校
教育法第５７条に規定する者を除く。）で、菓子製造業に従事した期間が、法の施行の
日において３年を超えていた者又は法の施行の日後３年を超えるに至った者 

 
４ 受験手続 
（１）受験願書の配付 

各保健所及び健康危機管理課衛生環境室での配付、郵送による配付及び熊本県ホーム
ページからの配信により実施する。 

   各保健所及び健康危機管理課衛生環境室での配付期間は、令和３年（２０２１年）６
月２１日（月）から同年７月２日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時
から午後５時までとする。 

   郵送による配付を希望する者は、宛先を明記し９４円切手を貼った返信用封筒（長形
３号、Ａ４用紙の長辺を三つ折りにした書類が入る大きさの封筒）と連絡先（本人と直
接連絡が取れる電話番号等）を記載したものを同封し、封筒の表に「製菓衛生師試験願
書請求」と朱書して熊本県健康福祉部健康危機管理課衛生環境室（〒８６２－８５７０
 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号）宛て請求すること。 

 （２）受験願書受付期間 
ア 受付期間は、令和３年（２０２１年）６月２８日（月）から同年７月２日（金）ま
でとする。 

イ 受付時間は、午前９時から午後５時までとする。 
ウ 郵送による受験申込みは、令和３年（２０２１年）７月２日（金）までの消印があ
るものに限り受け付ける。 

 （３）受験願書の提出 
ア 試験を受けようとする者は、（４）の提出書類等に（５）の受験手数料を添え、熊
本市に住所を有する者は熊本市保健所に、それ以外の者は最寄りの熊本県保健所に提
出すること。ただし、県外に居住する者は、熊本県健康福祉部健康危機管理課衛生環
境室（〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号）に提出すること。 

  イ 郵送による受験申込みをする者にあっては、封筒の表に「製菓衛生師試験願書在中」
と朱書し、（４）の提出書類等と（５）の受験手数料分の熊本県収入証紙又は郵便為
替を同封し、アの提出先に特定記録郵便で提出すること。ただし、２のただし書に該
当する者は、郵送による提出はできない。 



  
（４）提出書類等 

提出書類は、次のとおりとする。また、アからエまでの書類の提出部数は、保健所に
提出する場合にあっては２部、健康危機管理課衛生環境室に提出する場合にあっては１
部とする。 
ア 受験願書（第１号様式） 

  イ 菓子製造業従事証明書（第２号様式）（３の（１）に該当する者を除く｡） 
  ウ 提出先で原本照合を受けた菓子製造技能検定合格書の写し（２のただし書に該当す

る者に限る。） 
  エ 最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書の原本又は提出先で原本照合を受けたそ

れらの写し（３の（３）に該当する者を除く。） 
  オ 写真２葉（受験願書の提出前６か月以内に脱帽して正面から上半身を撮影した縦３．

６センチメートル、横２．４センチメートルのもので、裏面に撮影年月日及び氏名を
記載したもの） 

  カ 証明書等に記載された姓と現在の姓が異なる場合は、戸籍騰（抄）本 
（５）受験手数料 

９，７００円（受験願書受付後の受験手数料は、一切返還しない。） 
（６）受験票の交付 

受験票は、受験願書の受付審査後、試験前日までに郵送する。 
 

５ 合格基準 
  ６科目の合計得点が満点の６割以上であり、かつ、各試験科目の得点がその試験科目の
平均点の２分の１の点（小数点以下を四捨五入した点）を下回らないこと。 

 
６ 合格発表及び合格証書の交付 
（１）合格者の発表は、令和３年（２０２１年）１０月１日（金）午前１０時に熊本県庁本

館１階ロビー及び各保健所において行う。また、熊本県ホームページに掲載する。 
（２）合格者に対しては、合格証書を郵送する。 
 
７ その他 
（１）願書の請求及び受験についての問合せ先 
    健康危機管理課衛生環境室   ０９６－３３３－２２４７ 
   有明保健所衛生環境課  ０９６８－７２－２１８４ 
   山鹿保健所衛生環境課  ０９６８－４４－４１２１ 
   菊池保健所衛生環境課  ０９６８－２５－４１３５ 
   阿蘇保健所衛生環境課  ０９６７－２４－９０３５ 
   御船保健所衛生環境課  ０９６－２８２－００４１ 
   宇城保健所衛生環境課  ０９６４－３２－０５９８ 
   八代保健所衛生環境課  ０９６５－３３－３１９８ 
   水俣保健所衛生環境課  ０９６６－６３－４１０４ 
   人吉保健所衛生環境課  ０９６６－２２－３１０８ 
   天草保健所衛生環境課  ０９６９－２３－０１７２ 
   熊本市保健所食品保健課 ０９６－３６４－３１８８ 
（２）新型コロナウイルス感染症対策について 
   別紙「製菓衛生師試験受験に際しての留意事項」を確認すること。 
（３）試験成績の開示 

熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）第２２条の規定により開
示を希望する受験者に対し、各試験科目の得点及び合計得点を開示する。 
ア 開示請求の方法 

    県庁新館３階健康危機管理課衛生環境室に、身分を証明するもの及び合格証書又は
受験票を持参した場合に開示する。 

  イ 開示期間 
    合格発表の日から１か月間（令和３年（２０２１年）１０月１日（金）から令和３

年（２０２１年）１１月１日（月）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の午前
１０時から午後５時まで。）とする。 

（４）試験問題の開示 
試験問題は、合格発表と併せて熊本県ホームページに掲載する。掲載期間は、１年間

（令和３年（２０２１年）１０月１日（金）から令和４年（２０２２年）９月３０日（金）
まで）とする。 



（５）合格の取消し  
受験申込みに当たって虚偽若しくは不正があった場合、又は受験中の不正行為が判明

した場合は、合格を取り消す。 


